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会報 第 1８１号            春号  令和６年４月号 

 

一般社団法人 九州タクシー無線協会 

〒860-0805 熊本市中央区桜町 2番 17号 

TEL 096-353-3916 FAX 096-288-1260 

 

 

 
 

 
 

 「日本型ライドシェア」（自家用車タクシー）

が今月から東京などを皮切りに展開されます。

「ライドシェア新法」（米国流ライドシェア）

については、「日本型」の検証を行ったうえで

議論することとなっていますので、これから

数ヶ月間は政府の動きから目が離せない状況

が続きそうです。 

 一方、当無線協会では運転手不足等による

廃業やＩＰ無線への移行を理由とする会員の

退会に歯止めがかからないことから厳しい財

政状況を余儀なくされています。 

 このような中で開催する当無線協会の第63

回（令和６年度）通常総会については、従来

からの経費削減措置を踏襲し、３年連続で「規模縮小」「簡素化」の形式で開催

します。 

 

(1) 開催日：令和６年６月６日（木） 

(2) 開催場所：ザ・ニューホテル熊本 

（参加者の移動を可能な限り少なくしコストを抑えるため熊本市で開催） 

(3) 総会規模：総数 1６名程度 
（経費削減のため必要最小人数で開催） 

(4) 来賓への案内及び賛助会員への出席要請は行わない 
（規模縮小・簡素化形式による措置） 

(5) 総会後の懇親会及び翌日の親善ゴルフは実施しない 
（規模縮小・簡素化形式による措置） 

 

 経費削減のため規模を縮小した通常総会となりますので、役員のみの出席が

予想されます。総会に出席されない会員様におかれましては、委任状の提出に

ご協力をお願い申し上げます。 
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 当無線協会の令和５年度第３回理事会が、３月 26日熊本市で開催されました。 

 まず初めに稲葉会長が挨拶に立ち「全自無連の解散については、４月９日の

理事会で承認のうえ、６月 13日の全自無連通常総会で解散決議を議決する運び

である。その後は清算事業へ入っていく。秋頃に臨時総会が開かれ、清算に係

る決算報告がなされる予定。当無線協会としては、通常総会終了から向こう１

年間をかけて組織をどうするのか、理事の皆さんにご議論をお願いすることに

なるのでご協力をお願いしたい」と述べられました。 

 続いて、下記の議事について審議がなされ、採決の結果、いずれの議案も提

案どおり議決・確認されました。なお会議の出席状況は、理事 18名中 16名、

監事２名中２名でした。 

  

（１）令和６年度事業計画（案）について <通常総会提案議案> 

（２）令和６年度収支予算（案）について <通常総会提案議案> 

（３）その他 

①全国専務理事会議（全自無連）の報告について 

②今後の会議予定等について 

 

 

 

 

 

 全自無連の全国専務理事会議が、３月 13 日～14 日、東京の自動車会館で

開催されました。 

 冒頭、高野会長は「いよいよ看板を下ろす時期が来た。無線もアナログ→

デジタル→ＩＰ→アプリと変化してきた。今日では大きくはアプリへの流れ。

従来の無線を利用する会員の減少は如何ともしがたく、大きな変革期ととら

え脱皮を決断した次第。但し（各無線協会は全自無連とは別法人なので）、組

織の在り方についてはそれぞれの地域実状に応じて判断していただきたい」

と挨拶されました。 

 会議では、解散・清算に関する取り組みの関係法令との整合確認やスケジ

ュール及び通常総会の進め方などについて論議されました。 

 なお、全自無連の通常総会は、６月１３日（木）東京グリーンパレスにて

開催され、解散特別決議が提案される予定です。 
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 当無線協会では、九州総合通信局からの要請を受け、無線局

の申請書・届出書等の様式を全面的にリニューアルしました。 

 令和６年４月より本様式を使用しますので、必要な方は、当

無線協会の Web サイトからダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ダウンロードの方法】 

ネット上で「九州タクシー無線協会」を検索 → 「諸様式ダウンロード」（協会会員限定）

→ ユーザー名（kyumukyo）、パスワード（sakura）を入力してサインイン → 必要な

様式の右側のアンダーライン部分をクリックするとダウンロードできますので、ファイル

を開いてパソコンに保存してください。 

 

 

 

 一般業務用に利用されてきた MCA 無線は、2029 年 5 月 31 日をもってサー

ビスを終了することが、昨年 11 月、運営主体の（一財）移動無線センターよ

り発表されました。MCA 無線を利用されている会員（現在７社）におかれま

しては、自営無線やＩＰ無線への移行を求められることとなります。 

 

様　式　名 変更等

1-01 タクシー無線局開設・変更計画書 変更なし

1-02 委任状（再免許電子申請：免許人→協会） 変更なし

1-03 委任状（再免許電子申請：代理人→協会） 変更なし

1-04 委任状（再免許申請以外） 様式変更

1-05 免許申請書 様式変更

1-06 変更申請(届出)書 様式変更

1-07 無線局事項書（基地局） 様式変更

1-08 工事設計書（基地局） 様式変更

1-09 無線局事項書・工事設計書（陸上移動局） 様式変更

1-10 廃止届出書 様式変更

1-11 免許承継（相続）届出書 様式変更

1-12 免許承継（合併・分割）申請書 様式変更

1-13 免許承継（譲渡譲受）申請書 様式変更

1-14 免許状再交付申請書 様式変更

1-15 無線従事者選解任届 様式変更

1-16 点検結果通知書 新規掲載

1-17 無線設備等の点検実施報告書 新規掲載

1-18 定期検査実施時期変更申出書 新規掲載

1-19 電波利用料納入告知書送付先変更申出書 新規掲載
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 令和６年４月～令和７年３月の無線従事者（第３級陸上特殊無線技士）養成

講習会の計画は下表のとおりです。 

 受講希望の方は、（公財）日本無線協会九州支部（電話 096-325-1384）に詳

細を問い合わせのうえ申し込んでください。 

４ 月 19 （金） 23 (火）

５ 月 9 (木） 28 （火） 16 (木） 15 （水）

６ 月 28 （金） 27 (木） 13 (木）

７ 月 26 （金）

８ 月 1 （木）

９ 月 3 （火） 27 （金） 20 (金）

１０ 月 16 (水） 11 (金） 3 (木）

１１ 月 15 （金） 22 (金）

１２ 月 16 （月） 5 （木） 19 (木）

１ 月 15 （水） 28 (火）

２ 月 18 （火） ※8 （土）

３ 月 4 （火）

月日 福岡市 北九州市 佐賀市 長崎市 熊本市 大分市
宮崎市

※都城市
鹿児島市

 
・開催場所 

福岡市：福岡商工会議所／北九州市：毎日西部会館／佐賀市：佐賀県教育会館／長崎

市：長崎県勤労福祉会館／熊本市：熊本市国際交流会館／大分市：大分商工会議所／

宮崎市：宮崎県農協会館 AZM／都城市：都城歯科医師会館／鹿児島市：鹿児島県市町

村自治会館（3/4 は鹿児島県老人福祉会館） 

・受講費用 22,650 円（受講料、免許証取得費用、消費税等を含む） 

 

 
 

◆ ４月１６日（火）監事による監査（無線協会事務局） 

◆ ４月１８日（木）令和６年度第１回理事会（熊本市） 
 

 

 

 

支部事務局業務の本部への移管は、令和

５年度までに７支部で完了しましたが、

皆様のご協力により特段の問題もなく順

調に推移しています。また、令和６年４

月から施行する筑後、長崎、佐世保の各

支部事務局との業務引継も無事終了しま

した（写真は筑後支部との引継ぎ模様）。

当該支部の会員におかれましては、ご不明な点などございましたら遠慮なく

本部事務局までお問合せいただきますようお願い申し上げます。【事務局】 

 

編集後記 

会報は当無線協会の Web サイト（httpｓ://kyumukyo.sakura.ne.jp/）からもご覧いただけます 

http://www.kyumukyo.sakura.ne.jp/

